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コアゾーン

バッファゾーン



区    分 規 模 等 

建築物 建築物の新築、増築、改築若しくは移転 建築面積が 10 ㎡を超えるもの 
外観を変更することとなる修繕若しくは模様
替又は色彩の変更 

道路に面した外観の変更で当該変更に係わる面積の合
計が 10㎡を超えるもの 

工作物 工作物の新
設、増築、改
築若しくは
移転、外観
を変更する
こととなる
修繕若しく
は模様替又
は色彩の変
更 

煙突、柱、高架水槽、屋外照明等 高さ 5ｍを超えるもの 
遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、
汚物処理施設、自動車駐車施設、
彫像、記念碑等 

高さ5ｍを超えるもの又は築造面積が10㎡を超えるも
の 

広告塔、広告板その他これらに類
するもの 

高さ 1ｍ又は表示面積 2㎡を超えるもの 

擁壁、柵、塀等 高さ 1.5ｍを超えるもの 
電線路 電柱等 高さ 10ｍを超えるもの。 

変圧器等の
地上喜鬼頭 

設置する変圧器等の地上機器全てのもの 

自動販売機及びその付帯施設 高さ 1ｍを超えるもの 
風力発電設備 高さ1ｍを超えるもの 
太陽光発電設備 高さ1ｍ又は延べ面積10㎡を超えるもの 

開発行為 都市計画法第 4条第 12 項に規定する開発行為 開発行為の面積が10,000㎡以上のもの(都市計画法第
29条第2項) 

土石の採取
又は鉱物の
掘採 

土石の採取、鉱物の採掘 採取又は掘採に係わる部分の面積が300㎡を超えるも
の又は当該行為に伴い生ずるのり面若しくは擁壁の高
さが1.5ｍを超えるもの。 

土地の形質
の変更 

のり面、擁壁、土地の造成等 変更に係わる部分の面積が300㎡を超えるもの又はの
り面若しくは擁壁の高さが1.5ｍを超えるもの 

木竹の伐採 木竹の伐採 高さ5ｍを超え、かつ伐採面積が300㎡を超えるもの 
屋外におけ
る物の堆積 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の
物件の堆積（堆積する期間が 90 日を超えるも
のに限る） 

堆積の用に供される土地の面積が50㎡を超えるもの又
は高さが1.5ｍを超えるもの 
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⑤

①鉄塔等
・送電鉄塔、電波塔等は極力立地しない。やむを得ない場合は、極力高さを低くおさえ、目立たない位置に設置する。
  周辺と調和する色彩とする。
②各種工作物
・煙突、遊戯施設、汚物処理施設、自動車駐車施設、風力発電設備、太陽光発電設備（ただし、住宅の  屋根への設置は
  除く）は原則立地しない。
③屋外照明等
・屋外照明は下方を基本とし、むやみに上方を照らさない。
・自動販売機等の内蔵光源は明るすぎないようにする。
・投光器等の天空への光束を行わない。
④広告塔、広告板は原則立地しない。

⑤



①イグネの保全
・イグネは伐採しない(ただし、通常の管理行為等は除く)。また、やむを得ず伐採した場合には跡地に
  植栽（伐採前の樹種又は、杉等の常緑針葉樹）を行う。
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